
平
成
十
八
年
法
務
省
令
第
十
四
号

電
子
公
告
規
則

会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
規
定
及
び
関
係
規
定
に
基
づ
き
、
電
子
公
告
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
電
子
公
告
調
査
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
九
百
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
公
告
調
査
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
し
、
法
の
規
定
（
電
子
公

告
関
係
規
定
（
法
第
九
百
四
十
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
公
告
関
係
規
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ
る
委
任
に
基
づ
く
事
項
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

一
　
電
子
公
告
　
法
第
二
条
第
三
十
四
号
（
電
子
公
告
関
係
規
定
を
定
め
る
法
律
に
お
い
て
引
用
す
る
場
合
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
電
子
公
告
を
い
う
。

二
　
公
告
期
間
　
法
第
九
百
四
十
条
第
三
項
（
電
子
公
告
関
係
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
公
告
期
間
を
い
う
。

三
　
公
告
の
中
断
　
法
第
九
百
四
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
告
の
中
断
を
い
う
。

四
　
追
加
公
告
　
法
第
九
百
四
十
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
い
う
。

五
　
電
磁
的
記
録
　
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。

六
　
電
子
計
算
機
　
法
第
九
百
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
計
算
機
を
い
う
。

七
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
　
法
第
九
百
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
い
う
。

八
　
サ
ー
バ
　
公
衆
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
に
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
記
録
媒
体
の
う
ち
自
動
公

衆
送
信
の
用
に
供
す
る
部
分
に
記
録
さ
れ
、
又
は
当
該
装
置
に
入
力
さ
れ
る
情
報
を
自
動
公
衆
送
信
す
る
機
能

を
有
す
る
装
置
を
い
う
。

九
　
プ
ロ
バ
イ
ダ
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
を
可
能
と
す
る
電
気
通
信
役
務
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五

十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
を
い
う
。
）
を
提
供
す
る
同
条
第
五

号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
事
業
者
を
い
う
。

十
　
公
告
サ
ー
バ
　
公
告
を
電
子
公
告
に
よ
り
行
う
た
め
に
使
用
す
る
サ
ー
バ
を
い
う
。

十
一
　
公
告
ア
ド
レ
ス
　
公
告
サ
ー
バ
の
う
ち
電
子
公
告
に
よ
る
公
告
を
行
う
た
め
の
用
に
供
す
る
部
分
を
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
で
あ
っ
て
、
公
告

す
べ
き
内
容
で
あ
る
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
に
入
力
す
る
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
当
該
情
報
の
内
容
を
閲
覧
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
フ
ァ
イ
ル
に
公
告
情
報
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い
う
。

十
二
　
公
告
ペ
ー
ジ
　
電
子
計
算
機
に
公
告
ア
ド
レ
ス
を
入
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
電
子
計
算
機
の
映
像
面

に
表
示
さ
れ
る
内
容
を
い
う
。

十
三
　
登
記
ア
ド
レ
ス
　
法
又
は
そ
の
他
の
法
律
に
基
づ
き
行
う
電
子
公
告
に
関
し
て
登
記
さ
れ
た
事
項
（
法
第

九
百
十
一
条
第
三
項
第
二
十
八
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。

十
四
　
調
査
機
関
　
法
第
九
百
四
十
一
条
（
電
子
公
告
関
係
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
に
規
定
す
る
調
査
機
関
を
い
う
。

十
五
　
調
査
委
託
者
　
法
第
九
百
四
十
六
条
第
三
項
（
電
子
公
告
関
係
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
調
査
委
託
者
を
い
う
。

十
六
　
調
査
結
果
通
知
　
法
第
九
百
四
十
六
条
第
四
項
（
電
子
公
告
関
係
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
電
子
公
告
調
査
の
結
果
の
通
知
を
い
う
。

十
七
　
業
務
規
程
　
法
第
九
百
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
規
程
を
い
う
。

十
八
　
公
告
情
報
　
次
条
第
一
項
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
情
報
で
あ
っ
て
、
調
査
委
託
者
が
調
査
機
関
に
対
し
て
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
示
し
た
も
の
を
い
う
。

十
九
　
追
加
公
告
情
報
　
追
加
公
告
に
お
い
て
公
告
し
、
又
は
公
告
し
よ
う
と
す
る
内
容
で
あ
る
情
報
で
あ
っ

て
、
調
査
委
託
者
が
調
査
機
関
の
業
務
規
程
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
調
査
機
関
に
対
し
て
示
し
た
も
の

を
い
う
。

二
十
　
情
報
入
手
作
業
　
公
告
サ
ー
バ
か
ら
情
報
を
受
信
す
る
た
め
の
作
業
を
い
う
。

二
十
一
　
受
信
情
報
　
情
報
入
手
作
業
に
よ
り
公
告
サ
ー
バ
か
ら
受
信
し
た
情
報
を
い
う
。

二
十
二
　
公
告
情
報
内
容
　
公
告
情
報
を
調
査
機
関
の
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
を
閲
読
す
る
こ

と
に
よ
り
認
識
す
る
こ
と
の
で
き
る
内
容
を
い
う
。

二
十
三
　
追
加
公
告
情
報
内
容
　
追
加
公
告
情
報
を
調
査
機
関
の
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
を
閲

読
す
る
こ
と
に
よ
り
認
識
す
る
こ
と
の
で
き
る
内
容
を
い
う
。

二
十
四
　
受
信
情
報
内
容
　
受
信
情
報
を
調
査
機
関
の
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
を
閲
読
す
る
こ

と
に
よ
り
認
識
す
る
こ
と
の
で
き
る
内
容
を
い
う
。

二
十
五
　
識
別
符
号
　
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
識
別
符
号
を
い
う
。

二
十
六
　
財
務
諸
表
等
　
法
第
九
百
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
諸
表
等
を
い
う
。

二
十
七
　
調
査
記
録
簿
等
　
法
第
九
百
五
十
五
条
第
一
項
（
電
子
公
告
関
係
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
調
査
記
録
簿
等
を
い
う
。

（
電
子
公
告
調
査
を
求
め
る
方
法
）

第
三
条
　
法
第
九
百
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
電
子
公
告
調
査
を
求
め
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
調
査
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
調
査
機
関
に
対
し
、
当
該
調
査
機
関
が
業
務
規
程
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
調
査
機
関
が
法
務
大
臣
へ
の
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
の
二
営
業
日

前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
し
て
、
電
子
公
告
調
査
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
調
査
申
請
者
の
氏
名
又
は
商
号
若
し
く
は
名
称
、
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
場

所
及
び
代
表
者
の
氏
名
（
当
該
代
表
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
法
人
の
名
称
及
び
そ
の
職
務

を
行
う
べ
き
者
の
氏
名
）

二
　
当
該
調
査
申
請
者
に
係
る
登
記
ア
ド
レ
ス
。
た
だ
し
、
法
第
四
百
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
た

め
の
も
の
を
除
く
。

三
　
当
該
電
子
公
告
調
査
の
求
め
に
係
る
電
子
公
告
に
つ
い
て
の
事
項
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
公
告
ア
ド
レ
ス

ロ
　
公
告
期
間

ハ
　
公
告
し
よ
う
と
す
る
内
容
で
あ
る
情
報

ニ
　
公
告
す
べ
き
内
容
を
規
定
し
た
法
令
の
条
項

２
　
前
項
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
情
報
は
、
調
査
機
関
が
業
務
規
程
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
（
法
第
二
条
第
三
十
四
号

に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
り
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
手
続
）

第
四
条
　
法
第
九
百
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
る
申
請
書

を
法
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

二
　
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
第
九
百
四
十
三
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
す
る

書
面

三
　
電
子
計
算
機
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
次
条
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
電
子
公
告
調
査
を
行
う
機
能
を
有
す
る
こ
と

を
説
明
す
る
書
面

四
　
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
電
子
公
告
調
査
の
業
務
を
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
な
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

対
策
を
講
じ
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
書
面

五
　
電
子
計
算
機
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
そ
の
電
子
公
告
調
査
を
行
う
期
間
を
通
じ
て
当
該
電
子
計
算
機
に
入
力
さ

れ
た
情
報
及
び
指
令
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
提
供
を
受
け
た
情
報
を
保
存
す
る
機
能
を
有
し
て

い
る
こ
と
を
説
明
す
る
書
面

1



六
　
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
電
子
公
告
調
査
の
業
務
を
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
な
人
的
構
成
を
有
し
て

い
る
こ
と
を
説
明
す
る
書
面

七
　
法
第
九
百
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
実
施
方
法
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

イ
　
電
子
公
告
調
査
の
業
務
の
手
順
に
関
す
る
事
項

ロ
　
電
子
公
告
調
査
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
責
任
及
び
権
限
並
び
に
指
揮
命
令
系
統
に
関
す
る
事
項

ハ
　
電
子
公
告
調
査
の
業
務
に
従
事
す
る
者
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練
に
関
す
る
事
項

ニ
　
電
子
公
告
調
査
の
業
務
の
監
査
に
関
す
る
事
項

ホ
　
そ
の
他
電
子
公
告
調
査
の
業
務
の
実
施
方
法
に
関
し
必
要
な
事
項

３
　
法
第
九
百
四
十
二
条
第
二
項
の
手
数
料
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
収
入
印
紙
を

貼
っ
て
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
三
項
の
規
定
は
、
法
第
九
百
四
十
五
条
第
一
項
の
登
録
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
電
子
公
告
調
査
を
行
う
方
法
）

第
五
条
　
法
第
九
百
四
十
六
条
第
二
項
（
電
子
公
告
関
係
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る

法
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
作
業
を
電
子
計
算
機
に
自
動
的
に
行
わ
せ
る
こ
と
。

イ
　
電
子
公
告
調
査
の
求
め
に
係
る
電
子
公
告
に
よ
る
公
告
の
公
告
期
間
中
、
六
時
間
に
一
回
以
上
の
頻
度

で
、
次
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
情
報
入
手
作
業
を
し
た
上
、
次
に
掲
げ
る
作
業
を
行
う
こ
と
。

（１）
　
公
告
サ
ー
バ
か
ら
情
報
を
受
信
す
る
こ
と
が
で
き
た
場
合
に
は
、
そ
の
日
時
、
受
信
情
報
及
び
情
報
入

手
作
業
の
際
に
電
子
計
算
機
に
入
力
し
た
公
告
ア
ド
レ
ス
を
電
磁
的
記
録
と
し
て
記
録
す
る
こ
と
。

（２）
　
公
告
サ
ー
バ
か
ら
情
報
を
受
信
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
、
そ
の
日
時
及
び
情

報
入
手
作
業
の
際
に
電
子
計
算
機
に
入
力
し
た
公
告
ア
ド
レ
ス
を
電
磁
的
記
録
と
し
て
記
録
す
る
こ
と
。

ロ
　
イ
（
１
）
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
受
信
情
報
と
公
告
情
報
と
を
比
較
し
て
、
両
者
が
同
一
で
あ
る
か
ど

う
か
を
判
定
し
た
上
、
そ
の
判
定
の
結
果
及
び
日
時
を
電
磁
的
記
録
と
し
て
記
録
す
る
こ
と
。

二
　
前
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
判
定
の
結
果
が
、
受
信
情
報
が
公
告
情
報
と
相
違
す
る
旨
の
結
果
で
あ
っ
た
場
合
又

は
当
該
判
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
調
査
機
関
の
職
員
が
、
受
信
情
報
内
容
と
公
告
情
報

内
容
と
が
同
一
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
し
た
上
、
そ
の
判
定
の
結
果
及
び
日
時
を
電
磁
的
記
録
と
し
て
記
録

す
る
こ
と
。

三
　
第
一
号
イ
（
２
）
に
規
定
す
る
場
合
又
は
電
子
計
算
機
が
次
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
情
報
入
手
作
業
を

自
動
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
調
査
機
関
の
職
員
が
、
電
子
計
算
機
を
手
動
に
よ
り
操
作

し
て
、
同
号
イ
及
び
前
号
に
掲
げ
る
作
業
を
行
う
こ
と
。

四
　
登
記
ア
ド
レ
ス
と
公
告
ア
ド
レ
ス
と
が
異
な
る
場
合
に
は
、
公
告
ペ
ー
ジ
が
、
登
記
ア
ド
レ
ス
を
電
子
計
算

機
に
入
力
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
さ
れ
る
指
示
（
料
金
の
徴
収
又
は
識
別
符
号

の
入
力
に
係
る
指
示
を
除
く
。
）
に
従
っ
た
操
作
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
映
像
面
に
表
示
さ
れ
る
か
ど
う

か
を
、
公
告
期
間
中
任
意
の
時
期
に
、
同
一
の
公
告
ア
ド
レ
ス
に
つ
い
て
一
回
以
上
調
査
し
た
上
、
そ
の
調
査

の
結
果
及
び
日
時
を
電
磁
的
記
録
と
し
て
記
録
す
る
こ
と
。

五
　
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
作
業
を
行
っ
た
場
合
又
は
前
号
に
規
定
す
る
作
業
を
調
査
機
関
の
職
員

が
電
子
計
算
機
を
手
動
に
よ
り
操
作
し
て
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
作
業
を
行
っ
た
調
査
機
関
の
職
員
の
氏
名

を
電
磁
的
記
録
と
し
て
記
録
す
る
こ
と
。

２
　
情
報
入
手
作
業
は
、
電
子
計
算
機
に
第
三
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
規
定
に
よ
り
調
査
委
託
者
か
ら
示
さ
れ
た
公

告
ア
ド
レ
ス
を
入
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
三
回
（
一
回
又
は
二
回
で
情
報
を
受
信
す
る
こ
と
が
で
き
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
回
数
）
に
わ
た
っ
て
プ
ロ
バ
イ
ダ
（
二
回
以
上
に
わ
た
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る

プ
ロ
バ
イ
ダ
）
を
経
由
し
て
公
告
サ
ー
バ
に
対
し
情
報
を
送
信
す
る
よ
う
に
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
調
査
委
託
者
か
ら
、
調
査
機
関
が
業
務
規
程
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
公
告
ア
ド
レ
ス
を
変
更
す
る
旨
の
通
知
が
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
変
更
後
の
公
告
ア
ド
レ
ス
が
示
さ
れ
た
と
き

は
、
そ
の
時
（
当
該
調
査
委
託
者
が
、
当
該
変
更
の
予
定
日
時
を
も
示
し
た
と
き
は
、
当
該
予
定
日
時
）
以
後
の

電
子
公
告
調
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
変
更
後
の
公
告
ア
ド
レ
ス
を
電
子
計
算
機
に
入
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
電
子
公
告
調
査
の
求
め
に
係
る
電
子
公
告
に
よ
る
公
告
の
公
告
期
間
中
、
公
告
の
中
断
が
生
じ
た
場
合
で
あ
っ

て
、
調
査
委
託
者
が
調
査
機
関
に
対
し
、
当
該
調
査
機
関
が
業
務
規
程
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
追
加
公
告
に

お
い
て
公
告
し
、
又
は
公
告
し
よ
う
と
す
る
内
容
で
あ
る
情
報
を
示
し
た
と
き
は
、
そ
の
時
（
当
該
調
査
委
託
者

が
、
追
加
公
告
の
開
始
の
予
定
日
時
を
も
示
し
た
と
き
は
、
当
該
予
定
日
時
）
以
後
の
電
子
公
告
調
査
に
関
す
る

第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
中
「
公
告
情
報
と
」

と
あ
る
の
は
「
公
告
情
報
及
び
追
加
公
告
情
報
と
」
と
、
同
号
中
「
公
告
情
報
内
容
」
と
あ
る
の
は
「
公
告
情
報

内
容
及
び
追
加
公
告
情
報
内
容
」
と
す
る
。

４
　
調
査
機
関
は
、
電
子
計
算
機
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
第
一
項
（
第
四
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
作
業

の
い
ず
れ
か
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
日
時
を
電
磁
的
記
録
と
し
て
記
録

（
当
該
記
録
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
書
面
に
記
載
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
務
大
臣
へ
の
報
告
事
項
及
び
報
告
方
法
）

第
六
条
　
法
第
九
百
四
十
六
条
第
三
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
三
号

イ
、
ロ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
代
表
者
の
氏
名
（
当
該
代
表
者
が

法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
法
人
の
名
称
及
び
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
の
氏
名
）
を
除
く
。
）
と
す

る
。

２
　
調
査
機
関
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
、
電
子
公
告
調
査
の
求
め
に
係
る
電
子
公
告
に
よ
る
公
告
の
公
告
期

間
の
始
期
の
二
日
（
行
政
機
関
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
日
の
日
数
は
、
算
入
し
な
い
。
）
前
ま
で
に
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
以
下
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
に

規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
法
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
調
査
機
関
は
、
電
子
公
告
調
査
の
求
め
に
係
る
電
子
公
告
に
よ
る
公
告
の
公
告
期
間
中
に
、
調
査
委
託
者
か

ら
、
当
該
調
査
機
関
が
業
務
規
程
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
の
い
ず
れ
か
を
変
更
す

る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
法
務
大
臣
に
対
し
、
速
や
か
に
、
当
該
通
知
に
係
る
変
更
の
時
期
及
び
内
容

を
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

４
　
法
務
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則
（
平

成
十
五
年
法
務
省
令
第
十
一
号
）
第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
す
る

調
査
機
関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
調
査
結
果
通
知
の
方
法
等
）

第
七
条
　
調
査
結
果
通
知
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
、
又
は
当
該
事
項
を
内
容
と
す
る
情

報
（
以
下
「
調
査
結
果
情
報
」
と
い
う
。
）
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

調
査
委
託
者
が
、
調
査
結
果
通
知
を
こ
れ
ら
の
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
行
う
こ
と
を
求
め
た
と
き
は
、
当
該
方

法
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
三
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
並
び
に
第
三
号
イ
、
ロ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
事
項
（
調
査
機
関
が
業
務
規
程

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
事
項
の
い
ず
れ
か
を
変
更
す
る
旨
の
通
知
が
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
通
知
に
係
る
変
更
後
の
も
の
及
び
変
更
の
日
時
を
含
む
。
）

二
　
公
告
情
報
内
容
（
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
公
告
情
報
内
容
及
び
追
加
公
告
情
報
内

容
）

三
　
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
記
録
し
、
又
は
記
載
し
た
事
項
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
受
信
情
報
を
受
信
し
た
日
時
、
情
報
入
手
作
業
の
際
に
電
子
計
算
機
に
入
力
し
た
公
告
ア
ド
レ
ス
及
び
次

に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
第
五
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
判
定
の
結
果
が
、
受
信
情
報
と
公
告
情
報
（
同
条
第
三
項
に

規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
公
告
情
報
及
び
追
加
公
告
情
報
）
と
が
同
一
で
あ
る
旨
の
結
果
で
あ
っ
た

場
合
に
は
、
当
該
結
果
及
び
当
該
判
定
の
日
時

（２）
　
第
五
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
判
定
の
結
果
が
（
１
）
に
規
定
す
る
結
果
で
な
か
っ
た
場
合

に
は
、
同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
判
定
の
結
果
及
び
そ
の
日
時

2



ロ
　
第
五
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
情
報
入
手
作
業
を
し
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
公
告
サ
ー
バ
か
ら
情
報
を
受
信
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
、
そ
の
日
時
及
び

当
該
情
報
入
手
作
業
の
際
に
電
子
計
算
機
に
入
力
し
た
公
告
ア
ド
レ
ス

ハ
　
第
五
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
記
録
し
た
事
項

四
　
調
査
結
果
通
知
に
、
受
信
情
報
内
容
が
公
告
情
報
内
容
（
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

公
告
情
報
内
容
及
び
追
加
公
告
情
報
内
容
）
と
相
違
す
る
旨
の
記
載
若
し
く
は
記
録
又
は
前
号
ロ
の
規
定
に
よ

る
記
載
若
し
く
は
記
録
を
す
べ
き
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
記
載
又
は
記
録
か
ら
推
計
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
公
告

の
中
断
が
生
じ
た
可
能
性
の
あ
る
時
間
の
合
計

五
　
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
頻
度
で
同
条
第
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
情
報
入
手
作
業
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
、
そ
の
時
期
及
び
そ
の
理
由

２
　
前
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
調
査
委
託
者
が
そ
の
い
ず
れ
か
の

方
法
に
よ
り
調
査
結
果
通
知
を
す
る
こ
と
を
求
め
た
場
合
に
は
、
当
該
方
法
と
す
る
。

一
　
会
社
法
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
法
務
省
令
第
十
二
号
）
第
二
百
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
規

定
す
る
方
法

二
　
商
業
登
記
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
法
務
省
令
第
二
十
三
号
）
第
三
十
三
条
の
六
第
四
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
構
造
の
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る

方
法

３
　
調
査
機
関
は
、
調
査
委
託
者
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
求
め
に
応
じ
、
商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年

法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
登
記
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
電
磁
的
記
録
に
そ
の
内
容
を

記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
調
査
結
果
情
報
又
は
商
業
登
記
規
則
第
百
二
条
第
二
項
及
び
第
五
項
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
調
査
結
果
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
公
告
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
）

第
八
条
　
法
第
九
百
四
十
七
条
（
電
子
公
告
関
係
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
法
第
九
百
四
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
者
又
は
そ
の
理
事
等
（
理
事
、
取
締
役
、
執
行
役
、
業
務
を
執
行
す
る

社
員
、
監
事
若
し
く
は
監
査
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
公

告
を
電
子
公
告
に
よ
り
行
う
者
か
ら
、
自
己
の
使
用
す
る
サ
ー
バ
を
公
告
サ
ー
バ
と
す
る
こ
と
の
委
託
を
受
け

た
と
き
。

二
　
公
告
を
電
子
公
告
に
よ
り
行
う
者
が
当
該
公
告
に
つ
き
第
三
者
に
対
し
て
そ
の
者
の
使
用
す
る
サ
ー
バ
を
公

告
サ
ー
バ
と
す
る
こ
と
を
委
託
し
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
九
百
四
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
者
又
は
そ
の
理
事

等
が
当
該
委
託
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
し
た
と
き
。

三
　
法
第
九
百
四
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
者
又
は
そ
の
理
事
等
が
、
公
告
サ
ー
バ
の
賃
貸
人
で
あ
る
と
き
（
第
一

号
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

四
　
法
第
九
百
四
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
者
又
は
そ
の
理
事
等
が
、
公
告
を
電
子
公
告
に
よ
り
行
う
者
の
委
託
を

受
け
て
公
告
情
報
を
作
成
し
た
と
き
。

（
事
業
所
の
変
更
の
届
出
）

第
九
条
　
調
査
機
関
は
、
法
第
九
百
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
二
号

に
よ
る
届
出
書
を
法
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
規
程
）

第
十
条
　
調
査
機
関
は
、
法
第
九
百
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式

第
三
号
に
よ
る
届
出
書
を
法
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
九
百
四
十
九
条
第
二
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
電
子
公
告
調
査
の
求
め
の
受
付
の
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

二
　
電
子
公
告
調
査
を
求
め
る
方
法
に
関
す
る
事
項

三
　
電
子
公
告
調
査
の
業
務
に
係
る
事
業
所
（
当
該
事
業
所
の
所
在
地
以
外
の
場
所
に
電
子
計
算
機
を
設
置
す
る

施
設
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
施
設
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項

四
　
電
子
公
告
調
査
の
料
金
に
関
す
る
事
項

五
　
法
第
九
百
五
十
一
条
第
二
項
（
電
子
公
告
関
係
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
九
百
五

十
五
条
第
二
項
（
電
子
公
告
関
係
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
費
用
に
関
す
る
事
項

六
　
電
子
公
告
調
査
の
業
務
に
係
る
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
に
関
す
る
事
項

七
　
電
子
公
告
調
査
の
実
施
方
法
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
電
子
公
告
調
査
の
業
務
の
手
順
に
関
す
る
事
項

ロ
　
電
子
公
告
調
査
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
責
任
及
び
権
限
並
び
に
指
揮
命
令
系
統
に
関
す
る
事
項

ハ
　
電
子
公
告
調
査
の
業
務
に
従
事
す
る
者
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練
に
関
す
る
事
項

ニ
　
電
子
公
告
調
査
の
業
務
の
監
査
に
関
す
る
事
項

ホ
　
そ
の
他
電
子
公
告
調
査
の
業
務
の
実
施
方
法
に
関
し
必
要
な
事
項

八
　
調
査
結
果
通
知
に
関
す
る
事
項

九
　
調
査
記
録
簿
等
の
管
理
及
び
保
存
に
関
す
る
事
項

十
　
次
に
掲
げ
る
記
録
の
作
成
及
び
保
存
に
関
す
る
事
項

イ
　
第
四
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面
の
変
更
記
録

ロ
　
電
子
計
算
機
が
設
置
さ
れ
た
区
域
へ
の
立
入
り
に
関
す
る
記
録
（
映
像
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）

ハ
　
電
子
計
算
機
の
操
作
に
関
す
る
許
諾
及
び
当
該
許
諾
に
係
る
識
別
符
号
に
関
す
る
記
録

ニ
　
電
子
計
算
機
の
動
作
に
関
す
る
記
録

ホ
　
電
子
計
算
機
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
、
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関

す
る
法
律
第
三
条
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
い
う
。
）
を
受
け
た
と
き
に
お
け
る
当
該
不
正
ア
ク

セ
ス
行
為
に
係
る
記
録

ヘ
　
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
記
録

ト
　
電
子
公
告
調
査
の
業
務
に
従
事
す
る
者
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練
の
実
施
結
果
に
関
す
る
記
録

チ
　
電
子
公
告
調
査
の
業
務
に
係
る
事
故
に
関
す
る
記
録

リ
　
電
子
公
告
調
査
の
業
務
の
監
査
の
実
施
結
果
に
関
す
る
記
録

ヌ
　
イ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
記
録
の
管
理
に
関
す
る
記
録

十
一
　
そ
の
他
電
子
公
告
調
査
の
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

３
　
前
項
第
十
号
に
規
定
す
る
事
項
は
、
同
号
イ
、
ハ
及
び
ホ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
記
録
に
あ
っ
て
は
そ
の
作
成

の
日
か
ら
三
年
間
、
同
号
ロ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
記
録
に
あ
っ
て
は
そ
の
作
成
の
日
か
ら
一
年
間
保
存
す
る
旨
を
含

む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
公
告
調
査
の
業
務
の
休
廃
止
の
届
出
）

第
十
一
条
　
調
査
機
関
は
、
法
第
九
百
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
四
号

に
よ
る
届
出
書
を
法
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
調
査
機
関
が
電
子
公
告
調
査
の
業
務
の
全
部
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
他
の
調
査
機
関
へ
の
調
査
記

録
簿
等
の
引
継
ぎ
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
前
項
の
届
出
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
財
務
諸
表
等
の
開
示
の
方
法
）

第
十
二
条
　
法
第
九
百
五
十
一
条
第
二
項
第
三
号
（
電
子
公
告
関
係
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

法
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
同
号
の
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法

と
す
る
。

（
調
査
記
録
簿
等
の
記
載
等
）

第
十
三
条
　
法
第
九
百
五
十
五
条
第
一
項
の
調
査
記
録
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
法
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
電
子

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
を
も
っ

て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
九
百
五
十
五
条
第
一
項
の
電
子
公
告
調
査
に
関
し
法
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
調
査
機
関
が
業
務
規
程
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
事
項

の
い
ず
れ
か
を
変
更
す
る
旨
の
通
知
が
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
通
知
に
係
る
変
更
後
の
も
の
及
び
変

更
の
日
時
を
含
む
。
）

二
　
電
子
公
告
調
査
を
求
め
ら
れ
た
年
月
日
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三
　
電
子
公
告
調
査
の
業
務
を
行
っ
た
事
業
所
の
所
在
地

四
　
電
子
公
告
調
査
を
行
っ
た
職
員
の
氏
名
（
第
五
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

五
　
第
五
条
第
一
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
と
し
て
記
録
し
た
事
項

六
　
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
と
し
て
記
録
（
当
該
記
録
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合

に
あ
っ
て
は
、
書
面
に
記
載
）
し
た
事
項

３
　
調
査
記
録
簿
等
へ
の
前
項
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
又
は
記
録
は
、
電
子
公
告
調
査
の
求
め
ご
と
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４
　
調
査
機
関
は
、
第
二
項
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
調
査
記
録
簿
等
を
、
電
子
公
告
調
査
の
求

め
に
係
る
電
子
公
告
に
よ
る
公
告
の
公
告
期
間
の
満
了
後
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
第
九
百
五
十

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
記
録
簿
等
の
引
継
ぎ
を
受
け
た
調
査
機
関
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
立
入
検
査
の
証
明
書
）

第
十
四
条
　
法
第
九
百
五
十
八
条
第
二
項
の
証
明
書
は
、
別
紙
様
式
第
五
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
電
子
公
告
に
関
す
る
規
則
の
廃
止
）

２
　
電
子
公
告
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
七
月
四
日
法
務
省
令
第
三
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
登
記
ア
ド
レ
ス
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
次
に
掲
げ
る
も
の
に
記
載
さ
れ
た
事
項
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法

律
第
八
十
六
号
）
第
九
百
十
一
条
第
三
項
第
二
十
九
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
に
限

る
。
）
に
つ
い
て
の
電
子
公
告
規
則
第
三
条
及
び
第
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

一
　
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の

委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
約
款

二
　
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
四
十
九
条
の
四
第
一
項
の
委
託
者
非
指
図
型
投
資
信
託
約
款

三
　
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
五
十
八
条
第
二
項
の
外
国
投
資
信
託
の
信
託
約
款
又
は
こ
れ
に

類
す
る
書
類

四
　
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
資
産
信
託
流

動
化
計
画

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
月
二
六
日
法
務
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
一
六
日
法
務
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
一
日
法
務
省
令
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
二
月
六
日
法
務
省
令
第
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
二
八
日
法
務
省
令
第
六
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
法
務
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
三
日
法
務
省
令
第
四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運

営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
六
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
一
日
法
務
省
令
第
五
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
の
用
紙
の
使
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
の
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ

れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
七
日
法
務
省
令
第
五
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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別
紙
様
式
第
一
号
（
第
四
条
第
一
項
関
係
）

別紙様式第一号（第四条第一項関係）（平21法省令1・追加、令元法省令14・令2法省令57・一部改正） 登録（登録の更新）申請書 年月日 法務大臣殿 申請者の住所，本店又は主たる事務所 申請者の氏名，商号又は名称 （申請者が法人であるときは，代表者の役職及び氏名） 会社法第941条の登録（会社法第945条第1項の登録の更新）を受けたいの で下記のとおり申請します。 記 1電子公告調査を行う事業所の所在地（主たる事業所） 2上記1の事業所以外に電子公告調査の業務に係る事業所を有するとき は，当該事業所の所在地 3上記1及び2の事業所の所在地以外の場所に電子公告調査に必要な電子 計算機を設置する施設があるときは，当該施設の所在地 4添付書類 （備考） 1用紙の大きさは，日本産業規格A4とすること。 2事業所等の所在地については，地番まで記載すること。 3不要の文字は，消除すること。 4登録免許税及び手数料の額に相当する収入印紙をこの申請書に消印せずに貼付すること。  

別
紙
様
式
第
二
号
（
第
九
条
関
係
）

別紙様式第二号（第九条関係）（平21法省令1・追加、令元法省令14・令2法省令57・一部改正） 事業所の所在地の変更届出書 年月日 法務大臣殿 住所，本店又は主たる事務所 氏名，商号又は名称 （法人であるときは，代表者の役職及び氏名） 電子公告調査を行う事業所の所在地を変更するので，会社法第948条の規定 により，下記のとおり届け出ます。 記 1変更予定年月日 2電子公告調査を行う事業所の所在地 変更前 変更後 （注）地番まで記載すること。 3変更の理由 （備考） 1用紙の大きさは，日本産業規格A4とすること。 2不要の文字は，消除すること。  
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別
紙
様
式
第
三
号
（
第
十
条
第
一
項
関
係
）

別紙様式第三号（第十条第一項関係）（平21法省令1・追加、令元法省令14・令2法省令57・一部改正） 業務規程（変更）届出書 年月日 法務大臣殿 住所，本店又は主たる事務所 氏名，商号又は名称 （法人であるときは，代表者の役職及び氏名） 電子公告調査の業務に関する規程を定めた（変更する）ので，会社法第949 条第1項の規定により，下記のとおり届け出ます。 記 1作成（変更予定）年月日 2変更しようとする箇所及び理由（変更の場合のみ） 3添付書類 業務規程1通 （備考） 1用紙の大きさは，日本産業規格A4とすること。 2不要の文字は，消除すること。  

別
紙
様
式
第
四
号
（
第
十
一
条
関
係
）

別紙様式第四号（第十一条関係）（平21法省令1・追加、令元法省令14・令2法省令57・一部改正） 業務の廃止（休止）届出書 年月日 法務大臣殿 住所，本店又は主たる事務所 氏名，商号又は名称 （法人であるときは，代表者の役職及び氏名） 電子公告調査の業務を廃止（休止）するので，会社法第950条の規定によ り，下記のとおり届け出ます。 記 1廃止（休止）しようとする業務の範囲 2廃止（休止）しようとする年月日（及び休止しようとする場合にあって は，その期間） 3廃止（休止）の理由 4添付書類 他の調査機関への調査記録簿等の引継ぎをしたことを証する書面（業務 の全部の廃止の場合に限る。） （備考） 1用紙の大きさは，日本産業規格A4とすること。 2不要の文字は，消除すること。  
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別
紙
様
式
第
五
号
（
第
十
四
条
関
係
）

別紙様式第五号（第十四条関係）（平21法省令1・追加、令元法省令14・一部改正） 表面 第号 立入検査証 職名 写氏名 生年月日年月日生 真発行日年月日 有効期限年月日まで 上記の者は，会社法第958条第1項の規定に基づく検査に従事する法務省の 職員であることを証明する。 法務大臣 （備考） 用紙の大きさは，日本産業規格A7とする。 裏面 会社法（平成17年法律第86号）抜粋 （報告及び検査） 第958条法務大臣は，この法律の施行に必要な限度において，調査機関に対 し，その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ，又はその職員に，調 査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り，業務の状況若しくは帳簿，書 類その他の物件を検査させることができる。 2前項の規定により職員が立入検査をする場合には，その身分を示す証明 書を携帯し，関係人にこれを提示しなければならない。 3第1項の規定による立入検査の権限は，犯罪捜査のために認められたも のと解釈してはならない。 （虚偽届出等の罪） 第974条次のいずれかに該当する者は，30万円以下の罰金に処する。 一・二（略） 三第958条第1項の規定による報告をせず，若しくは虚偽の報告をし，又 は同項の規定による検査を拒み，妨げ，若しくは忌避した者 （両罰規定） 第975条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その他の従業者 が，その法人又は人の業務に関し，前2条の違反行為をしたときは，行為 者を罰するほか，その法人又は人に対しても，各本条の罰金刑を科する。 電子公告規則（平成18年法務省令第14号）抜粋 （立入検査の証明書） 第14条法第958条第2項の証明書は，別紙様式第5号によるものとする。 
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